
新 潟 県 柏 崎 市 空 き 家 バ ン ク 登 録 物 件 見 回 り 及 び 草 刈 等 代 行 制

度 実 施 要 綱  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 柏 崎 市 空 き 家 バ ン ク に 登 録 さ れ た 物 件 に 対 し 行

わ れ る 見 回 り 及 び 草 刈 等 代 行 制 度（ 以 下「 代 行 制 度 」と い う 。）に 関

し 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、 空 家 等 の 有 効 活 用 や 流 通 促 進 に

資 す る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お け る 用 語 の 意 義 は 、 新 潟 県 柏 崎 市 空 き 家 バ ン ク

制 度 実 施 要 綱 （ 令 和 ７ 年 ３ 月 告 示 第 ３ ５ 号 ） の 例 に よ る 。  

 （ 条 件 ）  

第 ３ 条  代 行 制 度 を 利 用 で き る 物 件 は 、 柏 崎 市 空 き 家 バ ン ク に 登 録 さ

れ て い る 物 件 と す る 。  

２  代 行 制 度 の 申 込 期 限 は 、 令 和 ７ 年 １ ０ 月 ３ １ 日 ま で と す る 。  

３  代 行 制 度 の 利 用 期 間 は 、 柏 崎 市 空 き 家 バ ン ク に 物 件 を 初 め て 登 録

し た 日 か ら ２ 年 間 と す る 。 た だ し 、 令 和 ７ 年 ９ 月 ２ ６ 日 か ら 前 項 の

申 込 期 限 ま で に 申 し 込 ん だ 者 の 利 用 期 間 は 、 令 和 ８ 年 ５ 月 ３ １ 日 ま

で と す る 。  

（ 利 用 申 込 み ）  

第 ４ 条  代 行 制 度 の 利 用 の 申 込 み を し よ う と す る 所 有 者 等 は 、 空 き 家

バ ン ク 登 録 物 件 見 回 り 及 び 草 刈 等 代 行 制 度 利 用 申 込 書 （ 別 記 第 １ 号

様 式 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、前 項 の 申 込 書 の 提 出 を 受 け た 場 合 は 、そ の 内 容 を 審 査 し 、

適 当 で あ る と 認 め た と き は 、 空 き 家 バ ン ク 登 録 物 件 見 回 り 及 び 草 刈

等 代 行 制 度 利 用 決 定 通 知 書 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 ） に よ り そ の 旨 を 所 有

者 等 に 通 知 す る も の と す る 。  

３  市 長 は 、 申 請 者 が 暴 力 団 （ 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に

関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力

団 を い う 。）又 は 暴 力 団 員（ 同 条 第 ６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。

以 下 同 じ 。） 若 し く は 暴 力 団 員 と 密 接 な 関 係 を 有 す る 者 で あ る と き



は 、 当 該 制 度 の 申 込 み を 受 け 付 け な い も の と す る 。  

（ 代 行 内 容 ）  

第 ５ 条  市 は 前 条 第 ２ 項 に よ り 利 用 の 決 定 を し た 物 件 に 対 し て 、 予 算

の 範 囲 内 に お い て 、 次 に 掲 げ る 業 務 を 市 が 代 行 す る も の と す る 。  

 ⑴  年 間 ２ 回 程 度 の 見 回 り 及 び 所 有 者 等 へ の 現 状 報 告  

 ⑵  物 件 の 成 約 時 に お け る 敷 地 内 の 草 刈 及 び 枝 葉 の せ ん 定  

（ 利 用 解 除 ）  

第 ６ 条  市 長 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 代 行 制 度 の

利 用 を 解 除 し 、 空 き 家 バ ン ク 登 録 物 件 見 回 り 及 び 草 刈 等 代 行 制 度 利

用 解 除 通 知 書 （ 別 記 第 ３ 号 様 式 ） に よ り 所 有 者 等 に 通 知 す る も の と

す る 。  

⑴  物 件 が 成 約 し 、 柏 崎 市 空 き 家 バ ン ク か ら 当 該 物 件 の 登 録 が 抹 消

さ れ た と き 。  

⑵  空 き 家 バ ン ク 登 録 物 件 見 回 り 及 び 草 刈 等 代 行 制 度 利 用 解 除 申

出 書 （ 別 記 第 ４ 号 様 式 ） の 提 出 が あ っ た と き 。  

⑶  利 用 が 適 当 で な い と 市 長 が 特 に 認 め る と き 。  

（ そ の 他 ）  

第 ７ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め

る 。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ ０ 年 ７ 月 １ 日 か ら 実 施 す る 。  

 （ 失 効 ）  

２  こ の 要 綱 は 、 令 和 ８ 年 ５ 月 ３ １ 日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 実 施 す る 。  

  附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ７ 年 ９ 月 ２ ６ 日 か ら 実 施 す る 。  


